
支援が必要なわが子の未来のために
知っておきたい５つのこと

～ 働く・暮らす・住む・お金・権利擁護 ～

R7.11.16

放課後等デイサービス ひかり
放課後等デイサービス ひかり ねくすと
放課後等デイサービス ひかり すてっぷ
生 活 介 護 ひかり こねくと

合同会社サンクスシェア
代表社員・相談支援専門員 田中 さとる



わが子の未来

手続き



６ １２ １５ １８

小･普通学級

小･特別支援学級（通級）

小･特別支援学級（在籍）

特別支援学校小学部

中 普通学級

中･特別支援学級（通級）

中･特別支援学級（在籍）

特別支援学校中学部
特別支援学校高等部

通信制高等学校

定時性高等学校

普通高等学校

保育園

幼稚園

児童発達支援 放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

大学

専門学校

特別支援
学校

幼稚部

０

学校

福祉サービス

高等特別支援学校

２０

生活介護・自立訓練

就労継続支援A型（就労選択支援等）

就労継続支援B型（就労選択支援等）

一般就労（就労選択支援等）

障がい者雇用 （就労選択支援等）一般

【わが子の未来：進路の選択肢】

児童相談所の判
断により15歳

から利用できる
ことがある



●親の同意がなくても契約ができる

・携帯電話の契約

・ローンを組む

・クレジットカードをつくる

・一人暮らしの部屋を借りる など

 （※ 親権による未成年者取消権 ）

●住む場所、進路など自分で決める

●10年有効のパスポートを取得する

●公認会計士や司法書士、医師免許、

薬剤師免許などの国家資格を取る

●結婚：男女とも18歳

●普通自動車免許の取得

【１８歳・２０歳 になるとできること（主なもの）】

●お酒を飲む

●たばこを吸う

●競馬、競輪、オートレース、競艇

の投票券（馬券など）を買う

●国民保険料の加入（※ 障害年金）

●養子を迎える

●大型・中型自動車運転免許の取得

（大型自動車運転免許の取得は21歳以上）

18歳（2022.４～成人） 20歳



【１８歳 になるときに必要な手続き（例）】

必要な手続き 説明 手続きの時期 備考

福祉サービ
スの受給者
証

１８歳の誕生月の月末まで
は、障害児のサービスの受
給者証。翌月から障害者の
サービスの受給者証となる。

誕生日の２か
月程度前から
（市町村役所
から案内が届
く）

放課後等デイサービスに
ついては、高校卒業まで
引き続き利用できる。
負担上限額は、本人及び
配偶者のみの所得による。
（放デイを除く）

区分認定の
調査

障害者のサービスの受給者
証の交付を受けるにあたっ
て、区分認定の調査が必要。

誕生月の３か
月程度前から

※区分が必要なサービス
利用をする場合

自動車税・
軽自動車税
の減免

身体障害者手帳の交付を受
けている方は、自動車が障
害者本人の名義である必要
がある。



【１８歳 になるときに必要な手続き（例）】 区分調査が必要な介護給付サービス



福岡市相談支援マニュアル

【１８歳 になるときに必要な手続き（例）】 サービスの切り替え



【２０歳 になるときに必要な手続き（例）】

必要な手続き 説明 手続きの時期 備考

障害年金の
手続き

病院受診や診断書など必要な書
類がある。

誕生月の３か月
ほど前から申請
が可能。

特別障害者
手当の手続
き

障害児福祉手当は、お子さんが
20歳を迎える前日で喪失。
特別障害者手当は、診断書等の
書類が必要。

誕生月の３か月
程度前から（市
町村役所から案
内あり）

障害児福祉手当と
要件が異なるので
要チェック。

有料道路の
割引制度

ＥＴＣにより、有料道路の割引
制度を利用している場合、ＥＴ
Ｃカードを障害者本人名義に変
更が必要。

誕生月の２か月
前から



【２０歳 になるときに必要な手続き（例）】 障害年金（2025年）

千葉障害年金
相談センター資料

月額 約
86,635円

月額 約
69,308円

1,039,625 831,700



資料：YORISOU社会保険労務士法人

【２０歳 になるときに必要な手続き（例）】 障害年金



【福祉の手引き（四日市市の場合）】

四日市市社会福祉事務所障害福祉課

障害者（児）

福祉のてびき



【福祉の手引き（四日市市の場合）】

四日市市社会福祉事務所障害福祉課

障害者（児）

福祉のてびき



☐ 外に出て社会体験をする（失敗をする）

☐ 要求・SOSを出せること（依頼ができる）

☐ 人に好かれること（一人にならない）

本人に育ってほしいこと

【わが子の未来】 大切にしたいこと



教える・手助けの量

子育て ＝ 補助輪  補助輪
 つけ         はずし

ひとりでできる

【わが子の未来】 子育ての考え方



わが子の未来

進路の選択肢：納税者か否か



６ １２ １５ １８

小･普通学級

小･特別支援学級（通級）

小･特別支援学級（在籍）

特別支援学校小学部

中 普通学級

中･特別支援学級（通級）

中･特別支援学級（在籍）

特別支援学校中学部
特別支援学校高等部

通信制高等学校

定時性高等学校

普通高等学校

保育園

幼稚園

児童発達支援 放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

大学

専門学校

特別支援
学校

幼稚部

０

学校

福祉サービス

高等特別支援学校

２０

生活介護・自立訓練

就労継続支援A型（就労選択行支援等）

就労継続支援B型（就労選択行支援等）

一般就労（就労選択行支援等）

障がい者雇用 （就労選択行支援等）一般

【わが子の未来：進路の選択肢】



① 働く・通う



福祉サービス等 解説 留意点

一般就労 障がいを公表せずに就労
障がいがない人との区別なし
（全年齢平均額30万円強）

一般就労
（障がい者雇用）

障がい者雇用枠で採用
ジョブサポート制度（ジョブコーチ）

身体 平均約20万円
知的・精神・発達 平均約12万円

就労継続支援A型
福祉サービス
（会社と雇用契約）

最低賃金の保障
目安：一日４ｈ～５ｈ

月収入 約8万円～約10万円

就労継続支援B型 福祉サービス（工賃）
目安：最低3000円～5万円
一般就労の可能性もあり

生活介護
日常的に介護が必要な日
中の居場所（工賃）

数千円
就労困難

【わが子の未来：５つのこと】 ①働く・通う 卒業後の進路



【わが子の未来：５つのこと】 ①働く・通う 卒業後の進路

【障がい者の人口】
障害者の総数

約1,160万人

18～64歳の障がい者
約 480万人

【就労支援対象者】
特別支援学校→一般企業

約30.2％

特別支援学校
→福祉サービス

約33.0％

就労系福祉サービス
→一般企業

21,380人
（H15比16.6倍）



【わが子の未来：５つのこと】 ①働く・通う 卒業後の進路

企業の理念例①【「教え方」ですべてが変わる】社員の生産性が高まる接し方　　社員の「できない」には背景、理由がある　　　 「できる可能性がある」と信じて教える → 　②【人件費を削らずに利益増】社員の心理的コストを下げ、業務に集中しやすく　　心理的な要因はすべてに影響する　　　 「社員の心理的コスト」を下げて効率よく利益増 →

企業の理念例
①【「教え方」ですべてが変わる】 社員の生産性が高まる接し方

社員の「できない」には背景、理由がある
 → 「できる可能性がある」と信じて教える

② 【人件費を削らずに利益増】 社員の心理的コストを下げ、業務に集中しやすく
心理的な要因はすべてに影響する

 →「社員の心理的コスト」を下げて効率よく利益増

奇跡① 障がい者の法定雇用率100％
奇跡② 補助金なしで株式会社として成立
奇跡③ 廃棄物処理施設の運転・管理で全国トップクラス
奇跡④ 社員が成長し、イキイキと仕事しているという外部評価
奇跡⑤ 辞めたいと言ってくる社員がほとんどゼロ
奇跡⑥ 合否関係なく候補者に喜ばれる採用面接
奇跡⑦ ずっと昔から「ＳＤＧｓ」「ダイバーシティ」「理念経営」

を実践

https://www.comeluck.jp/


学校 解説 留意点

普通学校
（通級による指導）

全日制高等学校受験可能

特別支援学級
（在籍）

高校受験時内申書の評価がさま
ざま

あとから通常学級にもどる
ことは難しいことが多い

特別支援学校
療育手帳等の取得が必須になる
傾向が強くなっている（入学者
増のため）

学校の選択（小中）

【わが子の未来：５つのこと】 ①働く・通う 卒業前の進路（小中）



学校 解説 留意点

普通高等学校 高等学校卒業資格あり

専門高校（実業高校）
単位制高校
定時制高校

高等学校卒業資格あり

通信制高等学校
入学は中学１年の学力必要
高等学校卒業資格あり
独自のカリキュラム

費用5万円/月程度

特別支援学校
（高等部）

高等学校卒業資格なし
一般企業就職

4人に一人

学校の選択（高校）

【わが子の未来：５つのこと】 ①働く・通う 卒業前の進路（高校）



通信制高校の事例

【わが子の未来：５つのこと】 ①働く・通う

https://nnn.ed.jp/


「働く」：生活や就労関係等の訓練の支援を受ける訓練等給付
※厚生労働省HPより

【わが子の未来：５つのこと】 ①働く・通う 卒業後の進路（福祉サービス）

就労選択支援（2025.10～） 障害のある人が自分に合った就労先や働き方を選べるよう、
就労アセスメントを通じて支援する



「通う」：居宅や通所により、介護の支援を受ける介護給付

※厚生労働省HPより

【わが子の未来：５つのこと】 ①働く・通う 卒業後の進路（福祉サービス）



② 暮らす



• 居宅介護サービスによる家事援助

• 調理、買い物代行、掃除・片付け、ごみ捨て、郵便物確認

• 病院の薬とりの代行 など
①家事支援

• 居宅介護サービスによる身体介護

• 訪問入浴サービス（移動入浴車）

• 入浴、排せつ、着替え、食事などの介護全般
②身体介護

• 移動支援、行動援護（行動障がい）、同行援護（視覚障がい）

• 重度訪問介護

• 外出先まで安全に移動するための支援、情報提供、余暇支援等
③外出支援

④短期入所

・居宅介護サービスは、障がい支援区分１以上必要

【わが子の未来：５つのこと】 ② 暮らす 在宅のサポート・緊急時

• 家族等の都合により、障害者支援施設や児童福祉施設等に短期
間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を
受ける

• 介護者にとってのレスパイトサービス（休息）の役割もある



楽しい絵画

パソコン

収穫祭

和太鼓

音楽クラブ

そば打ち

【わが子の未来：５つのこと】 ② 暮らす 余暇活動 福岡市の社会資源



③ 住む



住まい

家族と同居

一人暮らし

賃貸

※ 公営住宅 UR 一般

（居住サポート事業）

持ち家

グループホーム
一人暮らしタイプ

シェアハウスタイプ
入所施設

【わが子の未来：５つのこと】 ③ 住む 選択肢



地域の中にある住宅(アパート・マンション・一戸建て等)において、地域住民と
の交流が確保される中で、世話人による日常生活のサポートを受けながら家庭的な
雰囲気の下、共同生活を営む住まいの場

共同生活援助（グループホーム）

種類（制度） ①介護サービス包括型 ②外部サービス利用型 ③日中サービス支援型

対象者 障がい支援区分に関わらず利用可能（区分によって事業所報酬に違いあり）

サービス内容 主に夜間における食事や入浴等の介護や相談などの日常生活上の援助

介護が必要な
者への対応

当該事業所の従業者により介
護サービスを提供

外部の居宅介護事業所に
委託

当該事業所の従業者により常
時の介護サービスを提供

事業所数
（令和２年4月時点）

７７１８事業所 １３１２事業所 １８２事業所

利用者数
（令和2年4月時点）

114,554人 15,551人 2,344人

※厚生労働省「障がい福祉サービス等報酬改定利用検討チーム」資料より抜粋

【わが子の未来：５つのこと】 ③ 住む グループホーム



項目 グループホームでのおおよその支出金額 備考

利用料 ０円
※所得に応じた利用者負担上限額あり。

市民税非課税世帯は0円。収入に応じて、
37,200円の負担がある方もいる。

家賃 ２万円～４万円 ※収入に応じて、家賃補助10,000円がある。

光熱費 １万円

日用品 3,000円～5,000円

食費 25,000円～30,000円
※GHでは朝食、夕食。昼食は通所事業所にて負担。
（食事提供加算）目安：平均300円

通信費 5,000円

おこづかい 5,000円～10,000円 ※ご本人の好きな事、趣味にもよって変わってくる。

その他 医療費、保険、サポートにかかるもの
※将来、日常生活自立支援事業や成年後見制度を利用
する場合は利用料や後見報酬など。

合計 多めの額で計算すると・・・計：９万円 ※１０万円-家賃補助１万円＝９万円

【わが子の未来：５つのこと】 ③ 住む グループホーム

ソーシャルワーカー 稲岡由梨氏（所属：街の相談室ほろん）作成



原則：年金から食費・光熱水費を支払って、25,000円以上が手元に残る設定

手元に残る額 ①+② 食費・光熱水費 (上限54,000円で施設が設定)

①「その他生活費」
1) 障害基礎年金1級 28,000円
2) 障害基礎年金2級 25,000円

②66,667円を
超えた収入の50%

実負担額 ③＋④

補足給付
で支払う③66,667円 –

「その他生活費」
④66,667円を
超えた収入の50%

収入 = 年金収入 + 就労収入(控除有り) + 他の収入(控除の可能性有り) – 必要経費 補足給付

【年齢25歳の入所者の例／月】

年金収入(1級)：87,632円 食費・光熱水費：54,000円 作業工賃：5,000円 国保：1,896円

・手元に残る額・・・３７，５３４円

・実費負担・・・・・４８，２０１円 （＋補足給付5,799円 ＝ 食費・光熱水費54,000円）

社会福祉法人『東宏会』HPより

【わが子の未来：５つのこと】 ③ 住む 入所施設



④ お金



雇用保険を受給できない求

職者が職業訓練を受講する

ために受ける給付金

判断能力が不十分な方に福祉サービスの

利用援助や金銭管理の援助を行う

（社会福祉協議会）

重度の身体・知的・精神障がいを

有する人の保健の向上と福祉の増

進を図るため、医療費の助成

心身の障害を除去・軽減するため

の医療について、医療費の自己負

担額を軽減する公費負担医療制度

精神または身体に著しく重

い障がいがあり、日常的に

特別な介護が必要な人（在

宅20歳～）

自己負担限度額を超えた額が、

高額医療費として支給される

世帯全員の資産や能力その他あらゆるも

のを活用しても生活が維持できない場合

障がい年金

特別障がい者手当

高額療養費制度

【わが子の未来：５つのこと】 ④ お金 障害がある人の保険

自立支援医療

重度障がい者
医療費助成制度

失業手当

職業訓練給付金

生活保護

日常生活自立支援事業

様々な事情により生活に困っている方に

対して、自立に向けた支援を行う制度

生活困窮者
自立支援制度

知っておきたい社会保障制度



保険法資料

偶然の事故によって生じること

のある損害を穴埋めする保険

（自動車保険や火災保険）

被保険者がケガしたり病気に

なったりした場合に、一定額の

保険金が支払われる保険

（医療保険やガン保険、所得保

障保険）

被保険者（保険の対象者）の死

亡または生存に関して、一定額

の保険金が支払われる保険

（学資保険や個人年金保険を含

む）

主な保険の種類

生命保険 損害保険 傷害疾病定額保険

保険の登場人物（保険法２条）

【保険者】 保険契約に基づいて、保険金を支払う保険会社

【契約保険者】 保険契約に基づいて、保険料を支払う人

【被保険者】 保険の対象となる人

【保険金受取人】保険会社から支払われる保険金を受け取る権利がある人

【わが子の未来：５つのこと】 ④ お金 障害がある人の保険



ぜんち共済
株式会社資料

【わが子の未来：５つのこと】 ④ お金 障害がある人の保険



【わが子の未来：５つのこと】 ④ お金 障害がある人の保険

年齢区分 金額（円）

35歳未満 9,300

35歳以上40歳未満 11,400

40歳以上45歳未満 14,300

45歳以上50歳未満 17,300

50歳以上55歳未満 18,800

55歳以上60歳未満 20,700

60歳以上65歳未満 23,300

※ 生活保護の収入認定に
含まれない。

厚生労働省資料



ぜんち共済株式会社資料

【相続】ある人が死亡したときにその人の財産（すべての権利や義務）を、特定の人が引き

継ぐこと（亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうこと）

【遺産】

・現金や預貯金

・株式等の有価証券

・車や貴金属等の動産

・土地や建物等の不動産

・借入金等の債務

・賃借権、特許権、著作権

等の権利

法定相続

遺言
による
相続

分割協議
による
相続

【わが子の未来：５つのこと】 ④ お金 財産を残す

配偶者

相続人

血族

相続

配偶者の

相続分

血族の

相続分
留意点

配偶者 子 1/2 1/2
・子が複数いる場合は頭割り

・配偶者がいない場合はすべて子

配偶者
直系

尊属
2/3 1/3

・親が複数いる場合は頭割り

・配偶者がいない場合はすべて親

配偶者
兄弟

姉妹
3/4 1/4

・兄弟姉妹が複数いる場合は頭割り

・配偶者がいない場合はすべて兄弟

姉妹

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

※ 判断能力がない（7～10歳程度）場合、
後見人をつける必要がある。



一般社団法人
信託協会資料

【わが子の未来：５つのこと】 ④ お金 財産を残す

※ 大きなお金が

一気に本人に

渡り、使いす

ぎてしまうこ

とを防ぐこと

がメリット

※ 準備するのは

親



⑤ 権利擁護



認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預

貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のための介護などのサービスや施設

への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、

自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約

であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭う恐れも

あります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制

度です。（厚生労働省HPより）

自分で判断できない人の代わりに判断してくれる人を選んで、
財産や権利を守る制度

【わが子の未来：５つのこと】 ⑤ 権利擁護 成年後見制度

https://guardianship.mhlw.go.jp/
https://guardianship.mhlw.go.jp/


成年後見制度

法定後見制度

任意後見制度

後見

保佐

補助

将来型

即効型

移行型

【わが子の未来：５つのこと】 ⑤ 権利擁護 成年後見制度

※ 親権を使った任意後見の検討
    通帳・マイナンバー・印鑑登録（15歳）

判断能力◎

判断能力
契約能力○

発生前財産管理

任意後見人
＋

任意後見監督人

判断能力

常に△

著しく△

△

権限

全ての代理権

重要な
取消権・同意権

個別の
取消権・同意権



判断能力が著しく不十分な場合

日常の買い物程度は一人ででき

るが、自動車の購入など重要な

財産の行為を一人でするのが難

しい

判断能力が不十分な場合

自動車の購入なども一人ででき

るかもしれないが、不安な部分

が多く、支援者の支えがあった

ほうがよい

判断能力がほとんどない場合

買い物に行ってもつり銭の計算

ができず、必ずだれかに代わっ

てもらうなどの支援が必要

法定後見制度

後見 保佐 補助

後見人が行使できる権利

【代理権】本人が本来行う法律行為を本人に代わって行う権利

【同意権】本人が行った法律行為を了解する権利

【取消権】本人が行った法律行為に関して、不利と認められる場合は、その行為を取り消すことができる権利

【わが子の未来：５つのこと】 ⑤ 権利擁護 成年後見制度

・診断書を参考に家庭裁判所が決定
・成年後見人は家庭裁判所が決定



① 預貯金の管理・解約
② 身上監護（障害者施設、高齢者施設との入所契約をするなど）
③ 不動産の処分
④ 相続手続き
⑤ 保険金受取
⑥ 訴訟手続きなど

【わが子の未来：５つのこと】 ⑤ 権利擁護 成年後見制度

成年後見人、任意後見人の２つの職務 「財産管理」「身上監護」

※ 将来の判断能力の低下に備えて「約束」を決めておく
・任意後見は、契約内容を本人が理解できることが必要（軽度）
・未成年であれば、親権を使って任意後見契約が可能
・任意後見監督人への報酬が発生（１～２万円）
・任意後見の権限に、取消権はない

任意後見の留意点

※ 具体的な内容や権限の範囲などは、
 家庭裁判所が決定する



法定後見人

管理財産額 月額 年額

1,000万円以下 ２万円 ２４万円

1,000万円
～5,000万円

３～４万円 ３６～４８万円

5,000万円～ ５～６万円 ６０～７２万円

最高裁判所HP（成年後見人等の報酬額のめやす）

管理財産額
5,000万円
超の場合

法定後見
（７２万/年）

１０年 ７２０万円

２０年 １，４４０万円

３０年 ２，１６０万円

４０年 ２，８８０万円

【わが子の未来：５つのこと】 ⑤ 権利擁護 成年後見制度



相談支援



・本人や家族だけでなんでもやら

なくちゃならない

・それぞれの関係機関と、一つ一

つつながりをつくらなくちゃな

らない

・専門的なことがよくわからない

・本人や家族だけで連携するチー

ムをつくらなくちゃならない

・相談するところがよくわからな

くて悩みを抱えてしまう

・人が変わると対応ががらっと変

わってしまって戸惑う

【わが子の未来：５つのこと（番外編）】 相談支援 相談員がいない場合



・本人や家族で対応が難しい部

分を代行してくれる

・専門家との橋渡しをしてくれ

る

・専門的な情報提供を頼むこと

ができる

・関係機関のチーム作りをして

くれる

・長い期間に渡って人生に寄り

沿ってくれる

・困ったことについていつでも

相談しやすい

・支援の方向性について、関係

機関と共有できる

【わが子の未来：５つのこと（番外編） 】 相談支援 相談員がいる場合



利用計画 内容

不十分な
利用計画

☐ 総合的な支援の方針の中身がスカスカ
☐ 保護者や本人が望むニーズや希望が正しく記入されていない
☐ ニーズや希望と利用する福祉サービス等が合っていない
☐ １年先を目安にして到達する目標になっていない
☐ 目標が抽象的すぎる
☐ 学校との連携について書かれていない
☐ 家族支援について書かれていない

質の高い
利用計画

☐ 総合的な支援の方を読めば、なぜ福祉サービスを利用する必要があるのかがわかる
☐ 将来的な進路を見据えた方針の記述になっている
☐ ニーズや希望に見合ったふさわしいサービスの量が設定されている
☐ 毎回同じ目標記述ではなく、更新ごとに新たな目標設定がされている
☐ 本人の現状に見合った支援の優先順位が考えられている
☐ 福祉サービス利用だけにとどまらず、インフォーマルな支援も考えられている
☐ 各関係機関との連携の内容について具体的に記述されている
☐ 障がい児支援の場合、家族支援の内容も盛り込まれている
☐ 支援の目標や役割の部分は、実際にできたかどうかの評価ができる記述になっている

【わが子の未来：５つのこと（番外編） 】 相談支援 サービス等利用計画



【① 基本相談支援】

・福祉サービスの利用援助（情報提供、相談等）

・社会資源を活用するための支援（各施設への助言、指導等）

・社会生活力を高めるための支援

・権利擁護のために必要な援助

・専門機関の紹介など

【② 計画相談支援】

・サービス等利用計画の作成（受給者証の発行 担当者会議の実施）

・サービス等利用計画の見直し（モニタリング）

【相談支援】 相談支援の２つの内容【わが子の未来：５つのこと（番外編） 】 相談支援



利用計画 内容

不十分な
相談支援
専門員

☐ 電話連絡しても折り返しがない
☐ 利用計画書を配付してくれない
☐ モニタリングの訪問をしてくれない
☐ 事業さんなどの情報提供を依頼しても調べてくれない、教えてくれない
☐ 担当者会議が開かれたことがない
☐ 困ったことがあっても、ちゃんと相談にのってくれない
☐ 自分の意見を押し通す

質の高い
相談支援
専門員

☐ 特に必要がない場合でも時々連絡をくれる
☐ 担当者会議でリーダー性を発揮している
☐ とにかくじっくり話をきいてくれる
☐ 納得できるアドバイスをしてくれる
☐ 相談しやすい
☐ ことばの端々に勉強していることが伺える
☐ たくさんの連携先とつながっている
☐ 意思を決定するための適切な情報を提供してくれる
☐ できることとできないことを明確に示してくれる

【わが子の未来：５つのこと（番外編） 】 相談支援 相談支援専門員



☐ 相談支援専門員の仕事内容を把握しておく

☐ 障がい児支援利用計画をよく読み込む

☐ モニタリングの期間を短くする

☐ 必要とあらば、思い切って相談員を変える

☐ 困ったとき、悩んだときに、とにかく相談する

☐ 相談員に必要時に必要な情報提供を依頼する

☐ 課題解決のために「個別支援会議」の開催を依頼する

☐ 事業所等との面談時の第三者立会人を依頼する

自分でできることは自分でやる

【わが子の未来：５つのこと（番外編） 】 相談支援 相談支援専門員



【わが子の未来：５つのこと（番外編） 】 相談支援 相談支援専門員

【親心の記録の作成】 【日本知財センターダウンロード】

https://oyagokoronokiroku.jp/donation/download/
https://oyagokoronokiroku.jp/donation/download/
https://oyagokoronokiroku.jp/donation/download/
https://oyagokoronokiroku.jp/donation/download/
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